
十
力

ー‘・，、

ナ
カ
ハ
シ
キ
ユ
ウ
Z

号
ン
中
橋
久
右
衛
門
河
一
宇
美
爾
安
佐
均
良
伎
之
底
許
墾
久
趨
婆
奈
我
被
臨
能
一
宇
一
騰
、
宇
は
子
成
・
穏
淵
・
孤
崎
・
畏
築
と
脱
し
た
。
一
に
馬
廻
番
頭
を
衆
ね
、
文
久
三
年
豆
周
頭
並
に
滋
み
、

北
部
洩
聞
の
人
。
享
保
中
期
羽
咋
郡
邑
知
組
の
十
村
と
一
宇
良
爾
都
奇
底
理
爾
家
理
』
と
見
え
て
、
こ
の
長
滋
一
明
治
三
十
年
六
月
七
十
一
歳
に
て
夜
。
一
元
治
元
年
入
居
京
都
に
在
っ
て
馬
組
組
顕
象
聞
番
と

な
っ
て
、
千
代
町
に
住
し
た
。
笛
時
こ
の
組
に
焦
回
一
慢
の
位
置
に
就
い
て
は
従
来
諸
説
が
あ
る
。
第
一
・
珠
一
ナ
力
ハ
マ
日
ユ
ウ
ザ
ン
中
涜
龍
山
金
揮
の
街
一
な
り
、
次
い
で
水
戸
浪
士
防
禦
の
役
に
監
軍
と
し
て

が
多
か
っ
た
か
ら
、
久
右
衛
門
は
務
の
許
可
を
得
て
二
洲
郡
松
被
以
布
の
海
岸
と
す
る
も
の
。
こ
れ
は
家
持
一
家
、
鶴
汀
の
ご
男
で
、
南
宗
振
の
簡
を
描
い
た
。
遁
一
功
が
あ
り
、
翌
年
三
百
石
を
加
賜
せ
ら
れ
た
。
鹿
隠

菅
原
油
・
杉
野
屋
泊
・
藤
野
池
及
び
柳
田
池
を
調
態
一
が
折
戸
叉
は
三
崎
か
ら
出
航
L
た
と
考
へ
る
の
で
、
一
構
築
‘
簡
は
織
貞
、
間
山
叉
は
北
涯
と
脱
し
た
。
鹿
一
一
一
一
年
十
周
挙
知
銃
駿
馬
廻
頭
に
楠
せ
ら
れ
、
姓
を
赤

し
、
草
高
一
一
昌
三
千
鯵
石
の
穣
掘
削
に
成
功
し
た
。
後
一
能
登
名
跡
志
に
松
波
か
ら
三
時
ま
で
十
里
の
聞
を
長
一
隠
元
年
京
月
現
。
一
座
に
復
し
、
明
治
ご
年
三
周
職
制
改
革
の
際
、
感
政

郷
民
久
右
衛
問
の
徳
を
慕
ひ
、
像
を
刻
し
て
菅
原
に
一
讃
の
浦
と
い
ふ
と
担
し
、
叉
正
院
に
長
磁
制
祉
が
あ
一
ナ
カ
パ
ヤ
シ
中
林
石
川
郡
林
郷
に
毘
ず
る
郎
一
寮
及
び
軍
政
策
副
知
事
と
な
り
、
後
欝
事
に
任
じ
、

記
り
、
毎
歳
軍
用
廿
五
日
楠
池
祭
を
行
う
た
。
大
正
一
・
り
、
小
字
に
も
長
滋
が
あ
り
、
上
戸
に
は
『
上
戸
は
一
帯
。
中
林
の
名
は
夙
く
三
宮
古
記
に
も
見
え
、
叉
中
一
六
年
一
周
十
四
日
夜
し
た
。
享
年
六
十
一
。

十
三
年
ご
用
十
一
日
従
軍
位
を
贈
ら
れ
た
。
但
し
久
一
畏
滋
烏
底
滋
』
の
俗
務
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
地
方
.
一
林
郷
と
も
記
さ
れ
て
隠
る
。
一
ナ
ガ
ハ
-
ヲ
タ
カ
ハ
ル
示
原
孝
治
初
め
右
京
、

右
衛
門
の
名
は
事
保
十
四
年
の
御
算
用
拐
の
記
録
に
一
人
の
稽
ず
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
は
鹿
島
郡
七
尾
以
一
ナ
カ
バ
ラ
中
原
河
北
部
東
原
脇
原
の
内
の
小
一
後
土
佐
と
穏
し
た
。
突
は
赤
座
苦
家
。
慶
長
九
年
前

久

左

衛

門

に

作

ら

れ

て

ゐ

る

。

一

束

矢

悶

等

の

海

俸

を

さ

す

と

す

る

も

の

。

こ

れ

は

富

一

字

。

一

回

利

長

に

仕

へ

て

隊

三

百

石

を

賜

は

り

、

突

の

夜

後

ナ
カ
ハ
シ
マ
チ
中
橋
町
金
揮
の
町
名
。
元
様
一
回
景
周
が
横
襲
越
枝
折
に
認
す
所
で
、
大
沼
郡
を
mm
一
ナ
カ
バ
ラ
中
原
鹿
島
郡
久
江
原
山
分
の
内
の
一
七
千
石
を
受
け
た
。
利
常
の
時
大
坂
役
に
爾
度
共
従

九
年
の
地
子
町
肝
煎
貌
許
附
等
に
も
記
載
さ
れ
て
ゐ
一
咋
郡
大
海
郷
の
線
と
見
て
、
そ
こ
に
着
般
し
た
後
、
一
小
手
。
一
軍
し
て
功
を
立
て
、
そ
の
後
江
戸
に
使
す
る
に
笛
り
、

な
い
か
ら
、
中
橋
架
設
の
後
初
っ
た
名
で
あ
ら
う
。
一
陸
路
こ
の
地
に
迂
回
し
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
叉
第
一
ナ
ガ
ハ
ラ
長
原
能
美
郡
尾
小
屋
の
内
の
小
手
。
一
侯
の
内
閣
自
に
よ
っ
て
姓
を
永
原
と
改
め
、
元
和
六
年

ナ
カ
バ
タ
中
畠
期
羽
咋
郡
熊
野
方
郷
に
臨
す
る
一
三
に
は
、
矢
張
り
羽
咋
都
大
綴
郷
に
向
か
ふ
聞
に
、
一
ナ
ガ
ハ
-
7
Z
イ
カ
ン
一
氷
原
釆
閑

J
ヲ
パ
タ
エ
一
大
坂
城
修
理
に
際
し
て
、
命
を
奉
じ
て
工
事
を
麗
し
、

部

務

。

一

岡

部

申

讃

に

泊

し

た

と

す

る

、

森

田

平

次

の

越

中

高

一

イ

カ

y

小

幡

永

閑

。

一

次

い

で

利

常

に

従

う

て

小

松

に

行

き

、

家

老

並

と

な

ナ
カ
ハ
チ
ベ
Z

中
八
兵
衛
初
め
て
前
悶
利
長
一
葉
也
事
に
於
け
る
設
が
あ
る
。
併
し
寄
人
は
家
持
の
一
ナ
ガ
ハ
ラ
タ
カ
ザ
ダ
一
氷
原
掌
真
遺
構
宇
右
衛
一
・
り
、
鹿
安
ご
年
三
周
致
仕
し
て
如
閑
と
鋭
し
、
本
隊

に
仕
へ
て
三
百
石
を
領
し
た
O

子
孫
穏
に
樹
.
繕
戸
、
。
一
出
舶
の
場
所
を
正
院
と
し
、
能
菅
島
の
外
側
に
航
路
一
門
。
左
京
孝
政
の
子
。
勝
五
千
石
。
延
費
六
年
定
火
一
申
の
九
百
去
十
石
を
受
け
た
。
高
治
=
一
年
十
月
授
。

ナ
カ
ハ
マ
中
潰
江
沼
郡
上
木
の
出
・
村
・
宅
ぁ
・
?
一
一
を
取
っ
て
越
申
阿
費
郷
に
湿
っ
た
も
の
と
し
て
、
能
一
消
、
七
年
九
月
十
日
小
松
御
定
番
、
八
年
十
一
月
御
一
孝
治
漣
献
に
長
じ
、
特
に
能
替
の
窮
が
あ
っ
た
。

た
が
、
後
に
隣
村
と
な
っ
た
0

・
.
・
ン

υ
一
一
管
総
長
滋
郊
の
海
岸
、
印
ち
腕
調
路
島
半
島
の
東
方
一
奏
者
番
と
な
り
、
貞
享
三
年
三
局
四
日
夜
。
一
ナ
ガ
ハ
ラ
タ
カ
マ
サ
一
氷
原
孝
政
遺
構
左
京
。

ナ
カ
ハ
マ
中
潰
羽
咋
郡
富
木
院
に
鴎
す
る
・
部
一
一
一
院
般
伯
.
七
・
た
・
.
の
守
色
沼
ど
考
へ
る
。
そ
の
他
に
高
灘
一
ナ
ガ
ハ
ラ
タ
カ
タ
ダ
釆
原
孝
忠
沼
稽
臨
調
平
太
・
一
鹿
安
ご
年
尖
土
佐
孝
治
隠
居
の
後
五
千
石
を
襲
い
で

務
。
能
菅
名
跡
志
に
、
『
富
来
よ
り
銀
地
村
ヘ
行
く
に
・
一
集
民
『
松
旬
江
の
畏
滋
』
と
献
は
れ
る
越
申
鳥
居
の
長
一
勘
左
衛
門
。
質
永
元
年
焚
五
郎
左
衛
門
の
越
知
三
百
一
人
持
組
に
列
し
、
後
叉
突
の
養
老
俸
九
百
罫
.
十
石
を

は
、
三
町
許
に
中
滋
と
て
入
海
あ
り
。
秋
の
末
は
風
・
一
汀
曲
捕
で
あ
る
と
す
る
設
も
、
有
力
な
る
も
の
で
あ
一
石
を
襲
ぎ
、
大
小
勝
・
曾
腕
奉
行
・
大
小
勝
横
目
よ
り
一
加
へ
、
寺
祉
事
行
・
奥
力
裁
許
に
臆
任
し
、
延
賓
六

荒
〈
難
所
な
り
。
』
と
あ
る
。
一
る
が
、
・
そ
れ
な
ら
ば
閥
府
に
近
い
の
だ
か
ら
、
わ
ざ
一
迭
に
大
組
頭
に
去
り
、
事
保
九
年
三
百
石
を
加
へ
、
一
年
七
周
一
一
一
日
夜
し
た
。

ナ
カ
ハ
マ
カ
タ
テ
イ
中
演
鶴
狩
金
織
り
入
。
一
と
泊
愉
し
さ
巧
に
も
思
は
れ
ぬ
ゃ
う
で
あ
る
。
一
寛
延
元
年
隠
隠
し
て
嘉
休
と
稽
し
、
三
年
七
月
宏
日
一
ナ
ガ
ハ
ラ
タ
カ
ユ
キ
呆
原
孝
之
逝
稽
久
兵
衛
・

佐
々
木
泉
景
の
門
に
畢
び
、
南
北
合
涯
の
強
を
描
い
一
ナ
ガ
ハ
マ
ハ
ヅ
ケ
イ
長
演
八
景
珠
洲
郡
松
波
一
七
十
四
歳
党
以
て
麗
し
た
。
一
左
京
。
貞
享
三
年
焚
宇
右
衛
門
孝
貞
の
越
知
の
中
四

た
。
明
治
三
年
丸
用
七
十
七
歳
に
て
授
。
一
か
ら
雲
諸
に
至
る
地
方
の
崇
勝
を
選
ん
だ
も
の
O

-
五

" 


